
他機関での倫理審査承認後、荒川キャンパス研究倫理委員会に①～④の書類の写しを添付
して「研究実施許可申請」の手続きを行う
①承認を受けた際の申請書類等一式
②倫理審査結果（承認）が確認できる証明書
③倫理審査委員会の委員の出欠状況が確認できる書類
④本学に所属する者の倫理研修受講証明書（受講日から1年以内）

他機関での倫理審査承認後、荒川キャンパス研究倫理委員会に①②③の書類の写しを添付して「迅速審査」の手続きを行う
①承認を受けた際の申請書類等一式
②倫理審査結果（承認）が確認できる証明書
③倫理審査委員会の委員の出欠状況が確認できる書類

次の事項が他機関に申請する（し
た）研究計画書に記載されている
・本学の身分で研究を実施する旨
・本学教員から指導を受ける旨

a. はい
b. いいえ

他機関で倫理審査を申請する(申請した)

c

a

b
他機関で倫理審査を申請する（申請した）研究計画書に
学位審査申請者の氏名が含まれている

a. はい（看護科学域 作業療法科学域）
b. はい（理学療法科学域 放射線科学域）
※FHS学域は学域に相談の上、指示された手続きを行う

c. いいえ

a

荒川キャンパス研究倫理委員会に「通常審査」又は「迅速審査」の手続きを行う

プロジェクトの研究代表者（又は研究責任者）が研究
全体として倫理申請を行う場合は、倫理審査申請書類
に次の事項を記載する
①共同研究者欄に学位審査申請者の氏名
②研究計画書「Ⅻ. 研究に関する情報公開の方法」の
「Ⅻ- 2．研究結果の公表」欄の「修士論文・博士論文
として公表する」にもチェックを入れる

③研究代表者（又は研究責任者）の研究計画と、
学位審査申請者が実施する研究内容との関連性

※学位審査申請時には研究全体として承認を受けた
倫理審査結果通知書の写しを添付する
（学位審査申請者の氏名が記載されいてること）

荒川キャンパス研究倫理委員会に
「通常審査」又は「迅速審査」の
手続きを行う

学位審査申請者が研究代表者（又は研究責任者）ではなく、共同研究者
として倫理申請を行う場合、申請書類備考欄に次の事項を記載する
①研究代表者（又は研究責任者）の研究計画と、
学位審査申請者が実施する研究内容との関連性

②研究代表者（又は研究責任者）の承諾が得られている旨

学位審査申請者が研究代表者
（又は研究責任者）

a. はい
b. いいえ

学位審査申請者が倫理申請を行う
a. はい（共同研究者である）
b. いいえ（本学教員又は他の本学学生等が申請を行う）

本学（荒川C）で倫理審査を申請する
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b

a a

b 学位審査申請者が
共同研究者に入っている

a. はい
b. いいえ

a

b

！共同研究者ではない者が、何らかの研究計画により取得する
（取得した）試料・情報の一部を用いて研究（解析等のみの場合
も含む）を行う場合は、別の研究とみなされます。
そのため、学位審査のために行う研究に対して、個別に研究
計画書を作成し、倫理審査を受ける必要があります。

b

荒川キャンパス研究倫理委員会では、多機関共同研究における一括審査の研究計画書
の場合も同様の扱いとします（本学の身分が記載されているかどうか）。

！研究計画書に本学の身分で研究を実施し、教員から指導
を受ける旨の記載がない場合、他の機関の身分で承認を
受けていても、別途、本学の身分を記載した研究計画書
を作成し、倫理審査を受ける必要があります。


	スライド番号 1

